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しんじょう君の出張依頼、キャラクター使用などの
問い合わせは商工観光係まで。

税金のおはなしNo.21

4 月の納税・保険料

　個人市・県民税を事業所が給与から特別徴収で天
引きしている人が退職した場合、退職者自身が残りの
税額を納めることになります。勤め先から退職の報告
があった翌月以降、本人宛に通知します。納付が難し
い場合は、分割納付の相談も受け付けしています。

　身体障害者の人、または、知的障害者の人で一
定の要件に該当する人は、軽自動車税の減免を受
けることができます。納税通知書が届いてから納
付期限までに申請をしてください。
　普通自動車の減免を受けている人は、軽自動車
の減免を受けることができません。

☎42・1291税務課　収納係

☎42・1291税務課　市民税係

☎42・1291税務課　市民税係

軽自動車税／介護保険料
4 月 30 日 ( 水 ) までに納付してください。
便利な口座振替をご利用ください。

退職後の個人市・県民税について

個人市・県民税
について

納付のご相談

☎42・5891
環境保全課　環境保全係

　生後 3カ月（90日）以上の飼い犬は、
一生に 1回の登録と、毎年 1回の
狂犬病予防注射を受けなければ
なりません。
　平成 26年度の集合注射
日程は左のとおりです。

　 登録料　3,000 円（1頭）　　　 注射料　3,100 円（1頭）

※診療所（獣医宅）での注射料は、各診療所に問い合わせて
ください。
※本年度から注射料金が変更となりますので、ご注意ください。

◎飼い犬の登録が済んでいない人
　・会場で予防注射と同時に済ませることができます。

◎変更の届け出が必要な人
　・飼い主の住所が変わったとき。
　・人から犬をもらって飼い主が変わったとき。
　・飼い犬が死亡したときは、必ず届け出をしてください。

◎事前に案内が届いている人
　平成 25 年度までに登録している人には、狂犬病予防注射

案内と問診票が届きますので、
必要事項を記入のうえ、当日
必ずご持参ください。
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飼い犬には登録と予防接種を！！
日にち 曜日 実施時間 実施場所

～心身に障害のある方への減免～
軽自動車税について

【持参するもの】
身体障害者手帳／療育手帳／運転免許証

印鑑／納税通知書


